
相談先 対象となる建物の住所 

向島消防署(本署) 

予防課予防係 

墨田区東向島６丁目 

２２番３号 

０３－３６１９－０１１９ 

東向島 1～６丁目 

八広 1～６丁目 

京島 1～３丁目 

押上２丁目２７番～４３番 

押上３丁目 

向島４丁目１４番～１６番 

向島５丁目４８番～５０番 

墨田出張所 予防担当 

墨田区墨田５丁目１６番２号 

０３－３６１０－０１１９ 

※  墨田 1～５丁目 

※  堤通 1～２丁目 

立花出張所 予防担当 

墨田区立花５丁目９番３号 

０３－３６１３－０１１９ 

※  立花 1～６丁目 

※  文花 1～３丁目 

※ 東墨田 1～３丁目 

※ 建物の延べ面積が１０００㎡以上の場合は向島消防署(本署)予防課予防係にご相

談ください。 


